
○
参
加
費

　

無
料（
事
前
申
し
込
み
要
）

問
県
中
保
健
福
祉
事
務
所　

障
が
い
者

　

支
援
チ
ー
ム

　

☎
０
２
４
８

－

７
５

－

７
８
１
１

不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て

　

不
動
産
取
得
税
は
、
売
買
・
贈
与

な
ど
で
新
た
に
不
動
産
を
取
得
し
た

と
き
や
家
屋
を
新
築
・
増
築
し
た
と

き
に
、
登
記
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず

取
得
ご
と
に
一
度
だ
け
課
税
さ
れ
ま

す
。
た
だ
し
相
続
に
よ
り
取
得
し
た

と
き
に
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

納
め
る
税
額
は
、
取
得
し
た
不
動

産
の
固
定
資
産
評
価
額
の
３
％（
住

宅
以
外
の
家
屋
は
４
％
）と
な
り
ま

す
。

　

な
お
住
宅
や
住
宅
用
土
地
の
取
得

に
つ
い
て
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た

し
て
い
る
場
合
、
軽
減
措
置
が
適
用

さ
れ
ま
す
が
、
軽
減
申
請
が
必
要
で

す
。（
住
宅
の
取
得
に
対
す
る
特
例

と
し
て
住
宅
用
土
地
を
令
和
３
年
３

月
31
日
ま
で
に
取
得
し
た
場
合
、
該

当
す
る
土
地
の
価
格
を
２
分
の
１
に

す
る
特
例
が
あ
り
ま
す
。）

　

ま
た
子
育
て
支
援
策
の
一
環
と
し

て
、
三
世
代
以
上
の
方
が
県
内
で
同

居
ま
た
は
近
居
す
る
住
宅
を
平
成
29

年
４
月
１
日
か
ら
令
和
２
年
３
月
31

日
ま
で
に
取
得
し
た
場
合
、
そ
の
住

宅
に
係
る
不
動
産
取
得
税
の
一
部
を

申
請
に
よ
り
軽
減
し
ま
す
。

　

手
続
き
に
必
要
な
書
類
な
ど
詳
し

く
は
、
県
中
地
方
振
興
局
県
税
部
ま

た
は
県
税
務
課
ま
で
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

問
県
中
地
方
振
興
局
県
税
部　

　

☎
０
２
４

－

９
３
５

－

１
２
５
４

問
県
税
務
課

　

☎
０
２
４

－

５
２
１

－
７
０
６
８

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト　
「
福
島
県
税
務
課
」

に
て
検
索

首
都
圏
初
開
催
！

30
歳
の
大
同
“想
”
会
in
東
京　

夏
の
ふ
く
し
ま
０
次
会

　

県
で
は
、
昨
年
大
盛
況
だ
っ
た
あ

の「
ふ
く
し
ま
０
次
会
」を
都
内
で
初

開
催
し
ま
す
。
ふ
く
し
ま
好
き
の
若

人
が
大
集
合
。
同
年
代
の
仲
間
同

士
、
飲
ん
で
、
食
べ
て
、
福
島
県
の

魅
力
や
福
島
県
へ
の〝
想
い
〟を
語
り

合
い
ま
せ
ん
か
。 

○
対　

象

20
代
後
半
か
ら
30
代
の
福
島
県
出

身
者
、
福
島
県
に
住
ん
だ
こ
と
の

あ
る
方
、
福
島
県
が
好
き
な
方

○
日　

時

７
月
27
日
㊏
午
後
2
時
30
分
か
ら

午
後
5
時
ま
で（
受
付
開
始
午
後

1
時
30
分
か
ら
）

○
会　

場

Ｋ
Ｋ
Ｒ
ホ
テ
ル
東
京　

10
階（
東
京

都
千
代
田
区
大
手
町
１

－

４

－

1
）

○
料　

金　

　

３
，
５
０
０
円

○
申
し
込
み
方
法

公
式
サ
イ
ト
か
ら
の
事
前
予
約
制

（
先
着
１
０
０
人
）

問
ふ
く
し
ま
０
次
会
運
営
事
務
局　

　

☎
０
２
４

－

９
５
３

－

３
２
４
４

　

U
R

L　

https://fukushim
alife.

com
/

視
覚
障
が
い
者
の
教
育
相
談

　

県
立
視
覚
支
援
学
校
で
は
、
疾
病

な
ど
に
よ
る
視
機
能
低
下（
著
し
い
視

力
低
下
、視
野
狭
窄
、視
野
欠
損
な
ど
）

で
進
学
や
就
学
、
就
労
に
お
困
り
の

方
の
相
談
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。
気

軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
対　

象

乳
幼
児
か
ら
成
人
の
方
ま
で

○
開
催
日

月
曜
日
・
水
曜
日
・
金
曜
日

午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

○
場　

所

県
立
視
覚
支
援
学
校（
福
島
市
森
合

町
６

－

34
）

問
県
立
視
覚
支
援
学
校

☎
０
２
４

－

５
３
４

－

２
５
７
４

弁
護
士
に
よ
る
Ｂ
型
肝
炎
特
別
措

置
法
相
談
会（
無
料
）

　

弁
護
士
に
よ
る
Ｂ
型
肝
炎
特
別
措

置
法
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

〇
内　

容

　

集
団
予
防
接
種
で
Ｂ
型
肝
炎
に
感

染
し
た
方
と
そ
の
家
族
を
対
象
に
、

特
別
措
置
法
に
基
づ
く
救
済
や
手
続

内
容
、
弁
護
団
へ
の
依
頼
方
法
な
ど

を
、
弁
護
士
が
分
か
り
や
す
く
説
明

し
ま
す
。

〇
日　

程

（
無
料
電
話
相
談
）

　

※
通
話
料
は
か
か
り
ま
す

　

７
月
27
日
㊏
、
８
月
31
日
㊏
、

　

９
月
21
日
㊏

午
前
10
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

（
無
料
相
談
会
）

　

７
月
20
日
㊏　

　

午
後
１
時
30
分
か
ら
４
時
ま
で

〇
場　

所

　

け
ん
し
ん
郡
山
文
化
セ
ン
タ
ー

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
全
国
B
型
肝
炎
訴
訟
新
潟
事
務
所

　

☎
０
２
５

－

２
２
３

－

１
１
３
０

お 知 ら せ
i n f o r m a t i o n

う
つ
病
の
方
を
支
え
る
家
族
教
室

　

う
つ
病
を
支
え
る
ご
家
族
自

身
が
、
病
気
の
こ
と
や
ご
本
人
へ

の
接
し
方
に
対
す
る
理
解
を
深

め
、
元
気
を
取
り
戻
し
て
い
た
だ

く
こ
と
を
目
指
し
て「
う
つ
病
の

方
を
支
え
る
家
族
教
室
」を
開
催

し
ま
す
。
参
加
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
事
前
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

○
日　

時

８
月
29
日
㊍
午
後
１
時
30
分
か
ら

午
後
４
時
ま
で

10
月
24
日
㊍
午
後
１
時
30
分
か
ら

午
後
４
時
ま
で

12
月
５
日
㊍
午
後
１
時
30
分
か
ら

午
後
４
時
ま
で

令
和
２
年
２
月
27
日
㊍
午
後
１
時

30
分
か
ら
午
後
３
時
30
分
ま
で

○
場　

所

県
中
保
健
福
祉
事
務
所

○
対　

象

ご
家
族
、
支
援
関
係
者
、
そ
の

他
関
心
の
あ
る
方
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